
 

事業年度評価の考え方について 
大項目 小項目 

番号 項目内容 評価方法 番号 項目内容 評価方法 

１ 試験検査機能の充実法令に基づく試験検査 Ｓ～Ｄの５段階で評価 
1 

感染症に関する法令に基づく試験検査 

食品衛生に関する法令に基づく試験検査 

受託事業 

Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

2 信頼性確保・保証業務の実施 Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

２ 調査研究機能の充実 Ｓ～Ｄの５段階で評価 
３ 

調査研究課題の設定 

調査研究の推進 

調査研究の評価 

Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

４ 共同研究の推進と調査研究資金の確保 Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

３ 研修及び感染症情報の収集等 Ｓ～Ｄの５段階で評価 
５ 感染症情報の収集・解析・提供業務の充実 Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

６ 研修指導体制の強化 Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

４ 地方衛生研究所の広域連携及び特に拡充すべき機能 Ｓ～Ｄの５段階で評価 

７ 

全国ネットワーク及び国立研究機関との連携 

全国の地方衛生研究所との連携 

行政機関等との連携 

Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

８ 

健康危機事象発生時における研究所の果たすべき役割 

平常時における健康危機事象発生時への備え 

災害時や健康危機事象発生時における連携 

健康危機管理対応 

Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

９ 疫学解析研究への取組み Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

１０ 学術分野及び産業界との連携 Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

５ 業務運営の改善 Ｓ～Ｄの５段階で評価 

１１ 

組織マネジメントの実行 

事務処理の効率化 

組織体制の強化 

検査・研究体制の強化 

広報活動の強化 

適正な料金設定 

Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

１２ 

人材の育成及び確保 

研修制度の確立 

人事評価制度の確立 

Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

６ 財務その他業務運営に関する重要事項 Ｓ～Ｄの５段階で評価 

１３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

１４ 

安全衛生管理対策 

環境に配慮した取組の推進 

コンプライアンス及びリスクマネジメントの徹底に向けた取組 

情報公開の推進 

Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

１５ 施設及び設備機器の活用及び整備 Ⅰ～Ⅴの５段階で評価 

＜評価区分＞ 

 事業年度評価 中期目標期間（見込）評価 

Ｓ 特筆すべき進捗状況 知事が特に認める場合 特筆すべき達成状況 

Ａ 計画どおり すべての項目がⅢ～Ⅴの場合 目標どおり達成 

Ｂ おおむね計画どおり 計画の未達成項目があるものの、法人の達成に向けた取組状況は評価でき

る又は未達成につきやむを得ない事情が認められる場合 

おおむね目標どおり達成 

Ｃ 計画を十分に実施できていない 計画の未達成項目があり、法人の取組状況が不十分である場合 目標を十分には達成できていない 

Ｄ 重大な改善事項あり 計画の未達成項目があり、法人への改善勧告を要する場合等 法人の組織、業務等に見直しが必要 

 

＜自己評価の区分＞ 

Ⅴ･･･年度計画を大幅に上回って実施している 

（客観的に高く評価された成果があった場合） 

Ⅳ･･･年度計画を上回って実施している 

Ⅲ･･･年度計画を順調に実施している 

Ⅱ･･･年度計画を十分に実施できていない 

Ⅰ･･･年度計画を大幅に下回っている 

資料１ 


